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第 5章 インドの都市形成と計画法

5-1 都市開発

(1)関連行政機関

インドの都市開発の主管機関は都市開発省 (MinistryofUrban Development:MUD)である｡同省内

部には､その技術的な業務を扱う都市地方開発局 (TownandCountryPlanningOrganization:TCPO)
がある｡

都市開発についての事実上の責任 は州政府にあり､具体的にはそれぞれの都市 (municipal

corporations,Municipalities)が実務を担当し､それぞれ計画局 (planningauthorities)を置き､将来

計画の作成､関係機関間の調整､計画の実施などの業務を行っている｡例えば､4大都市については､デ

リー開発局 (DelhiDevelopmentAuthority)やボンベイ都市圏開発局 (BombayMetropolitanRegion

DevelopmentAuthority)､カルカッタ都市圏開発局 (GまIcuttaMetropolitanDevelopmentAuthority)

がある｡いずれもかなり広域的な範囲を受持ち､例えばボンベイについては､対岸の本土側までが対象と

なっている｡

(2)都市化の現況

インドの都市の最大の問題は､そr J､□規模が極めて大きく､かつその増加の過程が次第に圧縮されて

いることである｡現在の全人口は8億であるが､都市人口は2億に達 し､都市化率 (都市人口/全人口)

は25%に達 した｡それは､先進国で言えばまさに都市化の初期の水準に相当し都市人口がより正常に増

加する段階に入ってきたと言える｡ したがって､この分野に対する関心は今後高まると言えよう｡

インドの都市人口は独立以来1971年までの24年間で5千万人増加で倍増し､71年から91年までの20年

間で更に1億人を加えて2.1億人となり再度の倍増を遂げた｡

このように急激な増加は､勿論国民の4分の3以上が居住する農村から都市に向けて押出されてくる人

口圧力にこるものであるが､同時に以下の歴史的及び社会的な問題も考える必要がある｡

①植民地国家として宗主国の原料基地として位置付けられたために､そこで生産される一次産品の加工

によって二次産業を発展させることが出来ず､従ってその産業構造は広汎な一次､弱い二次､水膨れした

三次という歪められた姿にとなり､都市発展を維持する基本的な力が育たなかった｡

②現在の巨大都市はいずれも植民地経営の根拠地として発展したものであり､高度に整備された中心部

分と､その周辺に群がる地元の人々の広大な低水準のスラムという二重構造が形成された｡

③戦後の独立に伴う分邦などのために大量の難民が発生した｡同時に進行した人口爆発がこの状況にさ

らに混乱の度を加えた｡

上記の複合的な発達の結果として､インド都市化は,先進国のいわば ｢順当な｣発展と同じ経緯をとる

ことは出来なかった｡したがって､その都市 ･住宅問題に対して､先進国で積み上げられてきた制度 ･技

術などを必ずしも適用しえないという指摘も行われている｡

(3)都市開発計画

現在各都市井にマスタープランなどの将来計画を作成しており､それに沿って計画が実施されている｡

デリー市については､90年8月にデリー市マスタープランが作成された｡他の3大都市については60170

年代に作成された交通計画があるが､これら4大都市に次ぐバンガロール､ハイデラバー ド､アーメダバー

ドなど急激に成長する都市については近代的な開発計画はない｡現在これらの都市の直面している状況に

鑑みて､その計画の策定は急がれるべきであろう｡

(4)日本の協力可能分野

都市のマスタープラン作りなどについては必要性が高いが､それについては既に多くの援助国 ･機関か
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ら援助が行われてきた上に､インド側でも様々の経験を経てきている.その上にさらに日本側が貢献しよ

うとすれば､日本の経験を踏まえてインドの実情に伴ったユニークなものでなければならないのであろう｡

例えばボンベイで訪問した都市開発研究所からは､日本の区画整理などのような都市開発手法のインドへ

の移転が有望な協力分野であるとの指摘があった｡調査団としては､日本の手法が比較的に優位がある分

野に関して､国際協力の可能性を追及すべきであると考える｡

5-2 住宅政策

(1)住宅政策の基本的方向

従来の住宅政策は先進国の経験 ･技術 ･手法に学んだものであったが､それらはインドの状況に適合し

得なかった｡その都度打出される政策は急激な都市化に対して常に後追いとなり､しかも無理に規制､法

律 ･計画を先行させようとする傾向にあった｡補助金や直接投資はむしろマイナスの効果があり,被援助

者側の依存意識の拡大をもたらし､都市全体に対して大きく貢献することはできなかった｡

不法占拠の排除に関しては､リロケーション及び公共住宅の建設 ･計画的な土地開発と長期貸与 (ニュー

デリーでは公共の土地の売却が建設の原資を稼いできた)などの手が打たれてきた｡ しかし､それらは

多くの成功例があったとしても､一面むしろ地佑暴騰を招き土地を所有している富者に利益をもたらした｡

一方､住宅は増えたもののその購入価格が急騰し､貧者に役立つことは少なかったということが反省きれ

ている｡

政府は今後の住宅対策の基本的方向として､ 1988年の ｢都市化委員会報告書｣の中で次のような極

めて注目すべき提言を行っている｡すなわち､ ｢人間は社会にとって厄介なお荷物なのではなく､その発

展にとって最も基本的な要素である｣との立場に立ち､政府機関の役割は ｢人々が自発的な努力への志向

を強めその積重ねによってよい住宅を得ることを可能にし (enable)､容易にする (facilitate)ことであ

る｣としている｡

具体的な方向は以下の通りである｡

(∋最大の問題はスラム居住者の問題であり､その基本課題として土地の占有権 (tenure)の確保が最も

重要である｡

②住宅を持とうとする人のための四つの要素､すなわち土地､金融､建材及び技術へのアクセスを容易

にする｡

③それらをより手に入れ易くするための金融の拡大と融資条件の改善

④住宅供給を妨げている法律などの改善 (賃貸住宅ストックの維持 ･改善などを最も 防げている借地 ･

借家法)

(2)住宅施策

インドで現在行われている具体的な施策は以下の通りである｡

①国家住宅銀行 (NHB)の設立

住宅政策の基本的方向は,民間活力の動員に大きく期待していると思われる｡そのような流れに沿って､

公共側の施策は今後直接建設よりも金融に重点が移行しよう｡そのために､財源についても従来の公的財

源を着実に増加させる一方で､民間資金とのより密接な関係を進めることが企図されている｡

住宅金融は住宅投資を増大させるための最も基本的な手段である｡従来その合計の4分の1は公的財源

(直轄準備銀行､生保､損保､厚生年金など)､残 りは公社､住宅組合又は民間の財源により賄われてき

た｡元来住宅取得のための貯蓄は庶民の貯蓄において最も需要な部分であり､融資の回収という点からみ

ても特に中産階級の場合は最も確実な融資先であった｡したがって､庶民の必要に対応する長期､低利資

金の供給を行いつつ地方銀行や金融機関の住宅融資サービスの向上を図ることによって､またそれらの人々

の利用を更に増大させることによる州レベルにおける公共開発を促進することによって､さらに住宅 ･宅

地などの割当てや融資についてもこれらの人達を優先するなどのインセンティブの供与することなどによっ

て､その流れを一層強化することが企画されている｡
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国家住宅銀行の設立の目的は､これらの全体の金融体系への中核 (apex)銀行としての役割を受け持

ち､全体としての資金の流れを､弓封ヒ､推進､調整するものとして機能することである｡言うまでもなく､

その機能を果たすために､必要な融資財源としては上記のような ｢公的｣な金織機関を通じて中央からの

投資が同銀行に向けられることも決められている｡

②HUDCOの推進しようとしている一つのプロジェクト:公衆便所センター

(payandusetoilet)と夜間宿泊施設 (nightshelter)の建設 ･維持｡

前者は､駅周辺といったような人々が集りやすい所に建設されるもので､共同便所とシャワーが組合わ

されたサービスを有料 (婦人子供は無料)で提供しようというものである｡後者は､路上生活者が長雨の

夜でも安心して過ごせるような施設を提供しようとするものである｡いずれもスラム又は路上生活者など

の端的な必要に応ずるものであるといえよう｡

③貧困除去対策としてのスラム問題

貧困問題対策として､上下水道や公衆便所の設置､歩道の拡大と舗装などが図られている｡これらの施

設は､スラムの生活環境向上を目指して､雇用機会の創出､小規模企業への補助を通じて整備されるo今

後l°-15年に実施され､920万人を対象としている｡

④民間の自主的な活動

このような政府側の諸施策などと平行に民間自体における住宅建設又は改善の努力が多く行われている｡

それらの例としてバンガロール､ハイデラバードなどに注目すべき運動が進められているが､今回の調査

ではその状況を把握できてない｡

5-3 建築 ･住宅関係行政組織

(1)政府の関係組織

建設業を総括的に所管している組織はない｡中央政府の公共事業 (都市間道路､都市公園,公務員住宅

等)は､CentralPublicWorksDepartmentが所管しており､建設業については､これらの事業を実施す

る上で必要となる最小限の事務を行なっているにすぎない｡

計画委員会 (PlanningCom ission)は､1960年代においては､建設事業を調査するためさまざまな

組織を設け有益な提言を行なったが､その後はほとんど関与していない｡過去に提言されたものも全く実

行に移されていないといわれている｡これは､現在の事業官庁では､建設業はプロジェクトを構成する単

なる一要素としてしか見られていないためであり､さらには､建設産業を責任をもって所管する機関がな

く､政府職員に建設業の経済問題､経営問題を理解できる人材もほとんどいないためである｡

この様な体制に対 し､建設事業者の多くやMinistⅣ oflndustryなどでは､ConstructionlndustⅣ

DevelopmentCouncil等の独立組織の設立が有効であると主張している｡一方計画委員会では､Central

publicWorksDepartment等の機能の拡充が適切であると主張している｡計画委員会では､これまでイン

フォーマルセクターの援助に貢献してきたとの評価もあり､建設産業指導の中央集権化に反対しているも

のとも思われる｡計画委員会は,1989年10月にWorkingGrouponImprovementofConstmction

MethodologyandTechnologyを設置し､近く報告書を取りまとめる予定とのことであるO

(2)行政機構

住宅問題については､都市開発省の住宅局が責任部局であり､基本方針を定める｡なお､スラムの問題

と大きくかかわり合う貧困対策については,省内の別の局の所管となっている｡基本的には住宅問題は州

以下の責任事項であり､都市開発の場合と同様である｡

デリー首都圏は連邦直轄地であるが､それ以外の州については,それぞれの州政府の住宅部局が住宅対

策の具体的な方針を決定 し､その下に各市町村 (Minicipalcorporation,municipality)毎に､開発公社

(developmentauthority)などの機関が実施に当たる｡

都市開発省の下部機関としては､1970年に設立され､ニューデリーに本部がある準政府機関 ･住宅開

発公社 (Housir塔andUrbanDevelopmentCorporation:HUDCO)がある.この機関は低所得階層を
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対象とする政策金融機関であり､融資を通じて住宅開発プロジェクトの実施を支援する｡もう一つの下部

機関として国家住宅銀行 (NationalHousingBank:NHB)があり､従来の公的金融の枠を更に拡大し･

融資により州及びさらにその下位レベルでの住宅建設活動を促進することを目的に設立されたo

5-4 住宅問題

(1)住宅問題の経過

60年代から80年代にかけての住宅建設の推移をみると､住宅投資はGNPの3-4%の比率で推移し､固

定資本形成の11-14%を占めた｡都市住宅戸数は1､400万戸から2,800万戸､農村もふくめた全住宅

戸数は6､500万戸から8､500万戸へ増加した｡しかし､この住宅の供給は需要をはるかに下回るもので

あった｡81年の住宅不足数の推計によると､家なしが20万戸､過密住宅が140万戸､不良住宅が310万戸､

老朽住宅が120万戸､合計590万戸が不足しているという｡しかし､この数は現実の所要数に比して過少

見積りであると考えられる｡

特に深刻な住宅間掛 ま不法占拠地区 (squatter)の問題がある｡ボンベイ､ニューデリーにおいてはほ

とんど半分の人口が､全都市でも25%が不法占拠地区に住むと推定されている｡その大部分がいわゆる

｢ィンフォーマル ･セクター｣を形成する｡そこの住民は他に選択がなくてそこに住むのであるが･そこ

でかれらは極めて複合的な困難に直面する｡いつ追払われるか分らないという不安､極めて悪質な居住､

老朽住宅､一室居住 (45%)､過密 (一室当たり5人)､ベーシック･二一ズの欠如 (37%は電気なく､

66%は便所がない)､職場への通勤も不便などというような問題である｡しかし､なんらかの対策が採

られぬかぎり､このスラム人口は2000年までに倍増し､6､000万-7､500万になろうといわれている｡

更に問題は､住宅問題に悩む人々が巨大都市 (人口1.000万人以上の都市)で占める割合は益々増加

していることである｡都市の平均人口増加率は3-4%であるが､これらの都市の占める比率は60-80年

の20年間で全都市人口の50-60%に増加した｡そのため交通混雑,過密居住などの状況もさらに悪化し･

またスラム人口の都市人口に占める比率は全国平均で18.9%だが､これらの都市では31%であり､この

間題がこれらの都市では一層深刻化していることを示している｡

都市人口予測

(単位 :100万人)

I981 2001

ポ ンペイ

カルカッタ

デ リー

バ ンガロール

マ ドラス

ハイデラバー ド

アーメダバー ド

8.24 13.95

9.19 12.93

5.73 12.90

2.92 7.63

4.29 7.37

2.09 4.62

2.55 4.55

出所 :CentralStatistical0rgmization.StatisticalYelrbwk1987.
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第 6章 シンガポールの都市形成と計画法

6-1 都市形成

シンガポールの歴史的都市化の発展状況を示したものが図-1である｡島の南側中央部 (市中心部 :

CityCentre､現在の商業 ･業務中心地 :CBD)を中心として､放射状に都市化が進んできた｡

シンガポールの土地利用に係る最初のマスタープランは1952-55年に策定され､1958年に政府により

承認された｡1960年に制定された都市計画法により､マスタープランの見直しを少なくとも5年ごとに実

施することが義務づけられ､以後1965年を最初として5回にわたり見直しが行われてきた｡現在の土地利

用計画､都市開発計画､都市交通施設整備計画の基本となっているのが､1967-70年に策定されたコン

セプト･プランであり､これをベースに1970年マスタープランが策定された｡このコンセプト･プラン

は2000年人口を320万人とし､必要な土地利用が配分され､骨格都市交通施設として高速道路稿､幹線

道路網及び大量高遠翰送鉄道箱 (MassRapid､ransit:MRT､日本の地下鉄に相当する)が提案された｡

その後のシンガポールの土地利用､都市開発､交通施設整備は､部分的に変更はあったものの､このコン

セプト･プランに基づいて着実に実施されてきている｡ 1985年マスタープランのペースとなった修正

コンセプト･プランを図-2に示す｡

1980-81年に大量高速輸送公社 (MassRapidTransitCorporation:MRTC)が実施したパーソント

リップ調査 (または家庭訪問調査､H)⊥nelnteⅣiewSuⅣey:HIS)結果を希望線図て示したものが図-

3である｡1980年の総 トリップ数は431万トリップ､このうちCBDに起終点をもつ トリップ数は102万 ト

リップ (24%)､その他のゾーン間トリップ数は225万トリップ (59%)､残りの74万トリップ (17%)

が内々交通であった｡希望線図でも明らかなように､CBDを中心とした放射状の交通流動が支配的であ

り､これに次いで東西方向の交通流が多い｡

6-2 都市整備の状況

シンガポールでは計画的に都市建設を進めており､特にニュータウンの開発状況により､人口分布も変

ることから､交通流動パターンも1980年に比較し､現在では多少変っているものと想定される｡現地踏

査で､西側のジュロン工業団地 (JuronglndustrialEstate)と島の中央部及び東部のニュータウンを結

ぶ東西方向の交通流勤が相当増加しているという印象を受けた｡

大きな交通の発生 ･集中源であるニュータウンの分布状況及び開発状況を示したものが図-4である｡住

宅開発局 (Housir唱DevelopmentBoard:HDB)により,ニュータウンが建設され公共住宅が供給され

ている｡

1986年現在で､国民の84%がHDBにより開発された公共住宅に住んでいる｡高速道路網及びMRT網

の計画に整合させたニュータウン建設が進められており､1986年3月時点での進捗率は68%である｡こ

のほかにも島の北東部 (図一4の6ホーガン･ニュータウン (HougangNewTown)及び10アンモキオ･

ニュータウン (AngMoKioNewTown)の北側)に新たに四つのニュータウンの建設が計画中であり､

約50万人の人口を居住させる予定である｡

6-3 土地利用

現在利用できる最新の土地利用図は1982年に実施された ｢土地および建物の使用に関する総合調査｣

によるものである｡この土地利用図は1985年に見直されたマスタープランに反映されている｡

1982年の調査ではシンガポール全域の土地面積は61,810haで､本島が92%の57,400ha､離島を含

-72-



むその他が8%の4.770haであったが､その後埋立が活発に行われ1989年には62,600haとなった｡

さらにHDBとJTCは今後の埋立計画を持っており､HDBによる950haのニュータウン用地はすでに計画

に着手された｡

(1)住宅用地

住宅用地は全体の15%にあたる8,610haであり､住宅の開発は民間､ URAおよびHDBにより行わ

れている｡HDBは現在15,800haの土地にニュータウン開発を展開中で､これを含めると1989年には25,

000ha以上の住宅用地を有することになる｡

(2)工業用地

本島における工業用地は1982年には約6%の3,345ha､その後JTCはジュロン､クランジ､ウッドラ

ンド､ロヤング等に埋立を実施している｡1988/89年度にIm Cの管理地は6,730haとなり､開発の承

認を得た土地を入れると7,581haになる｡1989年3月の時点でJTCにコミットされた土地は3,576ha

であった｡

(3)商業用地

店舗､事務所､ホテル､レストラン等の商業地はそのほとんどが都心に集中しており､1982年には本

島の約2%にあたる803haを占めている｡現状では商 ･業活動の70%は中心部に集中しているが､HDB

のニュータウン開発により､タウンセンターと近接センターに合計300,000戸の商業施設が配置された｡

URAは2000年には中心部の売上げは全体の50%まで比率が下がるものと予想している｡

6-4 住宅開発計画

(1)背景

シンガポールにおける住宅開発で特筆すべきものは､住宅開発省 (HDB:HousingDevelopment

Bo訂d)によるニュータウン開発であり､HDBが開発する住宅の数は民間ディベロッパーの開発とは比較

にならないくらい多い｡ HDBは現在ではシンガポールにおける最大のディベロッパーおよび不動産管

理業者であり､1989年度兼には全供給戸数が維 17,500戸､居住者数は230万人 (全国民の87%)となっ

ている｡

(2)HDBニュータウン

シンガポールにおけるニュータウン計画は､次の事項に重点が置かれている｡

*限られた土地の利用度を最大限に高めること

*都心部への集中を防ぐため都市機能の分散を計ること

現在HDBは表に示す20ヶ所でニュータウンの開発を行っている0

それらは全国的に広がっており､各々が高遠道路またはMRTにより結びついている｡

HDBはそれらの他に4ヶ所のニュータウンを計画中であり､その概要は次の通りである｡

セレター ニュータウン 50.000戸 人口 139,250人

ジヤランカユ ニュータウン 25,000戸 68,850人

カンカー ニュータウン 50.000戸 135.850人

プンゴ-ル ニュータウン 55,000戸 149,550人

合 計 180,000戸 493,500人

ジヤランカユおよびセレターのニュータウンは1995年に一部入居が開始され､カンカーおよびプンゴー

ルのニュータウンは2000年に一部入居が開始される予定である｡全体が完成するのは2030年以降と考え
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られている｡

(3)住宅需給

HDBが1988/89会計年度までに完成した住戸数は617,474戸で､HDBの所有する施設の53.4%に

あたる｡住戸タタイプは年々大型化している｡

全体的には需要は減少傾向を示し､購買需要に比べて賃貸需要が増加する傾向にある｡

6-5 住宅整備状況

シンガポールは東西約42キロメートル､西北約23キロメートルの小島で､ここに260万の人々が住ん

でいる｡植民地時代､中国人､インド人住民は都市部に､マレー人､一部中国人は郊外のカンポン (集落)

にと､人種による住居地域の区分ができていた｡この時期の都市部の住宅は､建物は古く密葉したスラム

街が多く､衛生設備も劣悪で､シンガポールは東南アジアで住居事情 ･環境の最も悪い地域の一つであっ

た｡ところが､1959年人民行動党 (PAP)政府が登場してから事態は一変し､近代的な高層住宅が島内

各地に続々と出現して､シンガポールは途上国の中で最も住宅問題の解決に成功した国といわれるように

なったのである｡ここでは､PAP政府の圧宅政策の鹿聞過程を中心に､国民の住居の生活様態を簡単に紹

介する｡

(1)高層公共住宅の建設

現代シンガポールの住居を諮るとき､10階20階建ての高層公共住宅 (HDB)抜きには何も語れない｡政

権に就いたPAP政府は､当時最大の社会問題であった失業と住宅改善の課題に精力的に取り組み､前者の

ために工業化政策､後者のために60年住宅開発庁 (HousingDevelopmentBoard-HDB)を創設した｡

長期的住宅政策の展望のもとに､同年第1次住宅建設5カ年計面をスタートさせ､これ以降毎年めざまし

いペースでHDB建設を進めていった (図参照)｡その際､基本的プランは､植民地時代に建てられた都

市部のスラム街を取り壊して､官庁･ビジネス･商業地域とし､これまで農地､沼地､カンポン･墓地だっ

た郊外に高層住宅団地 (ニュープタウン)を創るというものであった｡

政府の効率的 ･強制的行政のもとでHDB建設が急ピッチで進められた結果､国民のHDB入居率は､

1960年の9%から､86年現在では85%にも伸びた (図参照)

このような政府の巨大建設プロジェクトにおける資金調達 ･投資を可能にしたのは､中央積立基金

(CPF)制度に拠るところが大きい｡CPFは労働者の毎月の給与の一律部分を退職後の年金基金として､

労使双方が強制的に拠出 ･積み立てる (現在労制者25%､雇用者10%)のもので､55年びスタートして

いる｡CPFの積立金総額は､毎年GDPの10数%に達し積み立金の大半は公債の形で政府財政に繰 り込ま

れ それが政府貸付金としてHDB等の準政府横側に流れて､住宅建設の主要財源となっているのである｡

(2)持家制度の措置

他方HDB制度のスタート当初､HDBへの入居は賃貸形式だけだったが､64年に政府は､国民の間に国家 ･

社会への帰属意識を醜成する一環として (国民持家制度)を発足させ､HDBの分譲を始めた｡この制度

は､国民がHDBを購入しようとする場合､CPFの積立金を頭金 (20%)､返済ローンとして使うことが

できるというものである｡

これ以降､HDBの購入は国民の最大関心事となり､人々は競ってマイホームを買い求め､現在HDB入

居者の80%ほどがマイホーム所有者となり､いまでも約4万人がHDB購入の H順番待ち"をしている｡

分譲価格は立地 ･間取りで異なるが､3LDK(120平方メー トル)で4-5万Sドル (約400万円)､平均

年収の4･5年分位である｡

(3)現状にみる分化現象

このように過去20数年の間に国民の大多数が都市部のスラム､郊外のカンポン生活からHDBに移 り住
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み､シンガポールの住宅問題は基本滝に解決されたといえる｡現在では公共住宅のJ,量〝の問題より､広

い間取り､優れたデザイン､生活環境の良さ､便利さ､といった〝質〟を求める段階に入っている｡

けれどもその一方で､いまなお少数ではあるが (やがて消えゆく運命にあるが)､都市部の中国人､イ

ンド人街にある植民地期に達てられたショプハウスと呼ばれる､一階が店舗二 ･三階が住居の､古ぼけ朽

ちかけた建物や､郊外にまだ残っている､ヤシの木々にかこまれたカンポンに住んでいる人々がいる｡

シンガポールの住宅状態は､上流階層は島内に散在するバンガローと呼ばれる一軒家､外国人向け高級

長間マンション､あるいは中 ･高所得者向けの政府公共住宅 (HUDC)に､中流階層は郊外の分譲HDB

に､下流階層は賃貸HDB､カンポン､都市部のショプハウスに住むという､所得による住居地域 ･形態

の分化現象がはっきりと出ている｡

(4)HDB入居の人々の生活

ところで､PAP政府は､独立以降､諸民族の融和を国家社会原理に据え中国系､マレー系､インド系国

民の民族融合政策を進めてきた｡HDB入居の割り振りは､特定の人種集団を一つのブロックにまとめて

配置するのではなく､意図的に違う人種が隣り合わせになるようにしている.

通常HDBの一階は､スーパー､雑貨小売店､.(庶民向けレス トラン､政府機関事務所､幼稚園などが

あり､住民は二階から上に住む｡各戸の玄関､ベランダ､共通廊下には､かつて自然の中で生活していた

スタイルへの名残りか所狭しと植木鉢､草花が並べ られ､中国系住長の玄関には道教の祭壇が設けられ線

香がたかれているのが見うけられる｡室内の床はタイル張りで､常夏の気候ては素足にひんやりとする｡

窓は外に突き出して開けるが､家を留守にする時や､夜寝る時など閉めておかないと､いつ激しいスコー

ルがきて雨が吹き込むか分からない｡高層プロブロックの窓からは､竹､スチール竿に通したカラフルな

洗濯物が突き出ている｡

夕方には､一日の仕事や食事をを終えた年配の人々が､三々五々HDB敷地内にある石のベンチに腰かけ､

夕涼み､おしヤペり､中国将棋､トランプ (金をかけているグループもある)などに興じている姿をよく

見かける｡これらのグループは､ほとんどが人種別に集まり､話している言語も中国語方言､マレー語､

タミール語で､英語はめったに聞かれない｡

夜は遅くまで､一階のレストランで二度目の夜食をする家族や仲間の話し声､公園で遊びまわる子供た

ち (小 ･中学校は午前 ･午後の2都制)の歓声､ボリュームを大きくしたテレビ･ラジオの音声が遠くま

で響きわたっている｡HDBは生活のさまざまの姿 ･昔で雑然とした活気を呈し､都市都の取り澄ました

ビジネス､観光街とは全く達ったもう一つの-シンガポールの顔がある｡
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第 7章 日本植民地期における台湾の都市形成と計画法

7-1 台湾都市計画の時期区分

ここでは､日本近代都市計画の百年を8期に分ける石田頬房の区分を参照し､台湾近代都市計画の百年

を7期にわけて考えている｡本節の分析範囲にあたる部分をここでは(D基礎建設調査期(診市区改正期⑤都

市計画制度確立期に分けて考察している｡しかし､周知のように台湾の都市史研究はごく最近始められた

ものであるので､まだ定説と呼べるものはない｡台湾における植民地時期の都市計画の時期区分について､

収集してきた資料から新区分の提案を試みる｡

(1)分析の資料

本節の主要部分ともいえる表6-1に示している右段の各項目は､フィジカルな形になっている建造物

や施設を中心にしたものである｡年代については､前後1､2年の相違がみられることもあるが､植民地

期50年間というスパンを考える際､その誤差を考慮しなくても政策傾向の変遷を検出することが可能で

あると考える｡また､もしそれらの資料に相違点が発見された場合､基本的に台湾総督府発行の 『台湾､

事情』という公文書に基づいて修正した｡鉄道､道路､港湾と海運線､航空航路などについてはまとめら

れた著書があり､その研究を直接引用する｡

表6-1には､ 施設や建物が建てられた年代が示されている｡当然､それ以降､修繕や増築は随時行

われてきたと考えられるが､表6-1には記入していない｡海運線については年代を特定できない｡例え

ば､明治30の記述にみられるものは､それ以前に建設されたものであるが､これは明治30年の頃に入れ

て扱うことにする｡同様に明治31-44年のものは､明治44年に入れる｡明治44-大正14年間のものを大

正14年に入れる｡大正14年～昭和7年のものを昭和7年に入れるO昭和 7年以後のものは昭和7年と同様

と考える｡なお打狗は高雄の旧名である｡

(2)時期の区分

1)統治確立期 【明治28(1895)年～明治33(1899)年】

明治28年に､ 日本旧植民地政府が台湾を領有してからまず重要視 したのは､日本人が住む場所を衛生

的に整備することと､新領有地を順調に支配統治することである｡この時期の市区改正については第7章

第2節の2-3を参照していただきたい｡明治33年頃までは主な都市整備や建設は台湾北部の首府である台

北や日本と連絡港である基隆に集中していた｡当時の日本と台湾の連絡は海運交通しかなかったので､台

北を別にすれば､基隆港町と淡水港町は最優先に市区改正や排水路や上水道などの施設が整備された｡

当時､官僚庁舎､産業金融機関､医院､監獄､兵営､郵便施設､気候測候所､法院などの施設と､下水

道の建設などは､植民地を支配するのに必要な急務としたため､それに伴い市街地の改造が進行した｡

また､統治の初期では異民族間の文化接触によって､その文化の原点ともいえる宗教施設の建立や廃

合に暫く取り組みはじめたことがわかる｡

2)鉄道建設期 【明治33(1899)年～明治38(1905)年】

日本植民地政府は台湾領有の直後に鉄道事業に取り組んでいたが､明治33年か ら､この基隆から台北

までの旧鉄道の改築工事を進めている｡元来､旧鉄道を改築する目的は軍事と統治であったが､台湾縦貫

鉄道が着工されたのは明治31年からである｡ 『台､湾家屋建築規則』が明治32年に発布されたが､鉄道

建設期内では多分経費が欠けていたので､都市の市区改正が行われていなかった｡また､高雄の築港工事

についても,その調査は行われたが施工ができなかった2〕｡表6-1に示したように新たな都市市区改正
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や施設の建設が再びに計画され進められるのは､台湾が財政独立した明治38年以降である｡しかしなが

ら､鉄道や停車場の構築は都市空間の構造に大きなインパクトを与えた｡

3)市区改正 ･衛生秩序創立期 【明治38(1905)年～幅利12(1937)年】

明治40年に 『台湾家屋建築規則施行細則』 (略称家屋細則)が設けられ､明治43年に台湾総督府市区

計画委員会が設立された｡当時の市区改正事業の状況は大正07年の 『台湾事情』に詳しい記述があり､

それを引用する｡表6-1に示したように､この時期には､台北での各施設の充実に連動して､中南部の

他の台湾都市にも都市施設が整備されてきた｡また､台湾の都市空間に重要な ｢ロータリー｣という街路

バターンが徐々にあらわれてくる｡この時期に植民地政府の統治は安定してきた｡その統治業績が評価さ

れ､ 『記念碑又は形像建設の件』 (明治40年)が設けられ､児玉源太郎や後藤新平などの銅像がその都

市の中心地であるロータリーに設置された｡一方､家屋細則において重要視されている衛生面の改善が本

格的になる｡明治38年の 『大清潔法施行規程』､明治39年の 『墓地火葬場及び埋取締規則』､明治44年

の 『屠畜場設置規程』､大正7年の 『街路取締規則』､昭和3年の 『汚物掃除施行法』等が次々に設けら

れ､台湾の衛生制度が確立する｡

昭和10年頃､多くの町の市区改正が行われたが､それは新竹と台中地方の震災の復興事業であり､震

災の機会を利用して､一気に各都市の市区改正を実行したものである｡

4)大東亜共栄圏建設期 【昭和12(1937)年～昭和20(1945)年】

昭和12年､ ｢先進的｣と評価された 『台湾都市計画令』が発布された｡当時､類似の法令は台湾だけ

でなく､同じ日本の植民地である朝声千や関東州でも発布された｡台湾はすでに特殊な存在ではなく､大東

亜共栄圏の中でどのように位置づけられるべきかが課題になっていた｡特に､支那事変が勃発し､その大

東亜共栄圏の建設目標が一層明確にされた｡

この時期の都市計画目標として早川透は次の三点を指摘している｡(∋台湾では農業本位に発達､してき

たが､南中国南洋を開発するため,台湾を工業化させるべきである｡②台湾支配の経験と資料を活かし､

台湾を帝国の南方門戸や､南進の国策を遂行する根拠地とする｡③国防上､また交通上､台湾を本土と南

方の中継場とし､交通設備や器材や燃料用水の供給などを高度に整備する｡

同時に.国立公園施行規則や各地方の州や庁の建築制限規則などの法令が発布され､台中にある新商港

築港と新商都市の建設が実行された｡昭和14年に 『台湾都市計画令』に規定された､都市のスプロール

を制御する区画塾理の方法で､基隆､台北､新竹などの地区は区画整理が行われた｡一方､皇民化運動や

改姓名運動や寺廟整理運動､などもこの時期に行われていた｡

7-2 台湾都市計画の法令とその特徴

ここでは､植民地期に台湾の都市計画を行うためにいったいどのような規則や法令などが発布されたか､

また,これらの法令は同時の日本国内や朝鮮などの法令と比べれば､どのような特徴があったかを明らか

にする｡

(1) 『台湾建築部傾規則』と 『下水現用』

この建築仮規則については 『台湾大年表』､に､明治28年11月18日に制定されたとの記載があるが､

その内容については全く分かっていない｡

明治年代､台湾にわたった日本人は台湾が不健康 ･不衛生の地であると思っていたので､都市建設に取

り込む時に下水施設の改善が優先された｡台湾総督府は明治29年衛生事業の専門家であるイギリス人パ

ルトンを招いて､全島に於ける衛生工事の調査と共に台北､基隆､淡水の上水道や台中の新市街の設計を

委託した｡同32年の 『下水規則』は彼と密接な関係と思われる｡その 『下水規則』の中で市区改正と直

接に関係があると思われる部分を述べておこう｡

｢第五候 地方官鹿ノ指定シタル下水ヲ施設スルニアラサレハ連物ヲ新築改築増築シ及之ヲ使用スルコト
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ヲ得ス

第六条 公共下水ノ南側三尺以内ノ地ニハ建物ヲ改築スへカラス但地方官鹿ノ誌可ヲ受ケタル トキハ此限

ニアラス

第七条 地方官魔二於テ公共下水工事ノ為土地建物ヲ収用又ハ使用シ若ハ之ヲ変更スルコトヲ必要トスル

トキハ其土地ノ業主又ハ建物ノ所有者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス坦之力為特二生シタル損失ハ補償スルコトア

ルへシ｣

一切の都市計画法令はまだ出来ていなかったのであるが､上の条文から､下水道を建設すると共に台湾

の建築や都市をも改造しようとする意図があったことがわかる｡

(2) 『市区計童上公用又ハ官用ノ目的二供スル為橡定告示シタル地域二於ケル土地建物二関スル件』

と 『土地収用規則』

『市区計至上公用又ハ官用ノ目的二供スル為穣定告示シタル地域二於ケル土地建物二関スル件』 (略称

公宮用地件)は台湾における最初の都市計画の法令 (明治32年11月)であり､次のように規定している｡

｢市区計量上公園､道路､下水､其ノ他ノ公用又ハ官用ノ目的二供スル為地方魔二於テ複定告示シタル地

域内二於テハ地方長官ノ許可ヲ受クルニアラサレハ家屋其ノ他ノ違設物ヲ築造若ハ改築シ又ハ土地ノ形質

ヲ変更スルコトヲ得ス｣

これと明治21年日本国内初の 『東京市区改正条例』とを比べれば次の特徴がある｡(彰目的 :後者は市

区の営業､衛生､防火及び通運などの便利をはかる目的を明確にしているのに対して､前者の目的はただ

公用や官用の目的といっているだけである｡②権限 :後者は内務大臣が監督し東京市長が執行､東京市区

改正委員会が設計や事業などを議定することを明文化しているが､前者はすべて地方官が握っている｡③

民有地の収用 :後者は協議の上で買収する｡もし協議が失敗した場合は､各々に評価人一人を推薦して評

価し､市長の意見を付けて内務大臣の決断を要請することができる｡前者はこうした関係の規定が全くな

い｡

土地の収用については日本国内ては明治33年に 『土地収用法』が制定され､台湾でも明治34年に 『土

地収用規則』が制定された｡前者の具体的な事業が明らかにされているが､後者はただ ｢公共ノ利益卜為

ルへキ事業｣や ｢土地ノ収用又ハ使用ハ茎滞総督之ヲ指定ス｣を記載し､事業については唆味で､台湾総

督は決定の絶対権限をもっている｡なぜ台湾では直接に 『東京市区改正条例』と 『土地収用法』を採用し

なかったか｡この点については明らかにされていないが､新領地としての台湾で事業を遂行するため､強

制的権限が必要であったことと推測できる｡

(3) 『台湾家屋建築規則』

明治33年8月に台湾では 『台湾家屋建築規則』を発布し市区改正を行うのだが当時の日本国内も市区改

正期である｡両者を比較すれば, 『東京市区改正条例｣には東京市区改正委員会が設置され､市区の設計

や事業を議定させたのに対して 『台湾家屋建築規則』には市区計画委員会についての規定が全くなく､一

貫して地方長官に強い権限を与えたことが分かる｡市区形成と密接な関係がある条文を記述しておく｡

｢第三粂 地方長官ハ左ノ島合二於テ期限ヲ定メ家屋ノ改造修補又ハ取穀を命スルコトヲ得

一､公益ノ為必要アリト認メタルトキ

二､危険ノ慮アルト認メタルトキ

三､健康二害アリト認メタルトキ

四､此規則若ハ此規則二基キ蓉布シタル命令二背キ又ハ第-健二依り許可ヲ受ケタル事項二道ヒタルトキ

第四候 道路二傍フチ建築スル家屋ハ婚庇アル歩道 (亭仔脚)ヲ設クへシ但地方官魔ノ許可ヲ受ケルモノ

ハ此限二アラス歩道ヲ設クへキ道路並歩道及塘庇ノ幅員構造ハ地方長官之ヲ定ム｣
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衛生のため市区改正を行う都市計画法令のはずであったが､具体的に何の規定もなく､すべてを地方長

官に一任したことが条文によってわかる｡

(4) 『台湾家屋建築規則施行細則』

『台湾家屋建築規則施行細則』が谷口忠の論文に掲載されている｡

この施行細則は明治40年に発布され､附則 を除げば25条の条文構成となっている｡以下に詳しく検討

する｡

①空き地に関する規定

･家屋の総床面積は敷地面積の四分の三を超えることができない｡ (第1条)

･道路に面していない家屋についての周囲空き地の規定｡ (第4粂)

②建物と道路との関係

･建築線の設定と突出の制限｡ (第3粂)

･道路に面していない家屋についての連絡道路の設定｡ (第4粂)

･敷地と建家下地盤の高さについての規定｡ (第6粂)

･建物下の地盤､表面についての不浸透性の材料についての規定｡ (第9粂)

③構造

･石､煉瓦､人造石､金属､木材など建材の規定｡ (第5条)

･家屋の重量を支持できる基礎の規定｡ (第10粂)

･連続建築の長さ制限と4戸ごとの共同壁構造の規定｡ (第21粂)

⑧防鼠

･土留壁の防鼠構造の規定 (第7粂)と太鼓壁の防鼠構造の規定｡ (第15粂)

･排水溝の設置方法と防鼠との規定｡ (第8粂)

･土台の作り方と防鼠の規定｡ (第11条)

･屋根裏と防鼠との規定｡ (第13粂)

･床張りの方法と防鼠や清掃や通風などの規定｡ (第16条)

･天井張りの方法と防鼠や清掃や採光通風などの規定｡ (第17条と第18粂)

⑥排水

･厨房や浴室など水を使用する場所の作り方の規定｡ (第19条)

･軒先の雨水の排水についての規定｡ (第20条)

･敷地や建家下地盤等と排水溝との関係及び,敷地や建家下地盤等と公共下水橡との高さの規定｡ (第6

負)

⑥廟所の設備

･四月家屋ごとに､大廊所-､/ト廊所二を設置する規定｡ (第22条)

･廊所の表面材の規定｡ (第23粂)

･廊所と井戸の距離などの規定｡ (第24条)

⑦建築そのものについての規定

･建物の高さについての規定｡ (第12粂)

･建物の通風と採光等の規定｡ (第14条)

⑧家屋の共同壁についての規定｡ (第2条)

⑨台湾総督の認可によって一部分を適用しなきても可能についての規定｡ (第25条)

(明治40年の改正によって地方官庁は新たな規則を設定することが可舵)

上述のように､構造上の安全のために設けられた少数の条文以外､ほとんど廊所や排水や防鼠､或いは

通風や採光などに関する衛生上の条文であり 町なみ景観に関する少数の条文も含まれていることが分か

る｡防鼠についての規定は明治33年頃か らペス トなどの伝染病がネズミによって伝染することが初めて

知られたことに影響されたのではなかろうかと思われる｡
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(5)台湾の市区改正と無関係の 『台湾都市計画令』

日本橋民政府支配下の台湾では､台湾の都市計画の目標が明白となるには1930年代を待たなければな

らなかった｡それ以前､台湾の都市における市区改正は目標の無いまま､ただ ｢必要｣と認められて行わ

れたものがほとんどであった｡この間の都市建設事業はせいぜい次の数項目を数えるだけである｡すなわ

ち､下水道の敷設､道路の拡大や建設､公園の設立､官庁施設の建築などである｡区画整理や用途別の地

区 ･地域の指定などのような近代的手法を導入した 『台湾都市計画令』が施行されたのは昭和12年4月で

あった｡それ以前に台湾の市区改正や都市拡大計画は､表6-3に示 しているように､明治33年以前は

『台湾建築部規則』､ 『下水規則』､ 『市区計画上公用又は官用の目的

に供する為確定告示 したる地域に於ける土地建物に関する件』に基づき､明治33年以後は 『台湾家屋規

則』､明治40以後は ｢台湾家屋建築規則施行細則｣が加えられて実施された｡台北､高雄､台中､台南､

新竹などの大都市の市区改正や都市建設は､昭和12年に施行されることになる 『台湾都市計画令』とは

無関係であったO

7-3 1936年の 『台湾都市計画令の特徴』

日本国内では 『東京市区改正条例』が明治21(1988)年に､近代都市計画の手法を規定する 『都市計

画法』と 『市街地建築物法』が大正8(1919)年に公布された｡これに対 して､当時の外地である朝鮮､

台湾､関東州での類似法令は昭和10年前後を待たなければならない 『朝鮮市街地計画令』 (略称朝鮮計

画令)は昭和9(1934)年6月に､ 『台湾都市計画令』 (略称台湾計画令)は昭和11(1936)年8月27

日に､ 『関東州計画令』 (略称関東計画令)は昭和13(1938)年2月19日に公布された｡ (表6-4)

『台湾計画令』 『朝鮮計画令』 『関東計画令』の公布に伴って日本の雑誌でそれらの特徴が個別に指捕

されたが､当時の価値観に捉えられ､或いは相互に比較する視点を取っていないので､それらの共通性や

特殊性が見逃された部分が多かった｡ここでは日本の植民支配を受けていた台湾､朝鮮､関東州三ヶ所の

都市計画令と日本国内の 『都市計画法』とを比較して､ 『台湾計画令』の特徴を検討する｡

(1)法令の目的

各々の法令は､台湾と朝鮮では第1条に ｢都市計画と称するは市街地の創設又は改良の為に必要なる･･･

重要施設 ･･･都市計画区域に付施行すべきものをいう｣とある｡関東州では第 1条に ｢州計画と称する

は､関東州に於ける市街地の構成､農耕地の創設または改良その他土地の利用開発のために必要なる､重

要施設の計画をいう｣とあり､日本では第 1条に ｢都市計画と称するは ･･･永久に公共の安寧を維持し

または福利を増進するための重要施設の計画にして市もしくは主務大臣の指定する町村の区域内において

または区域外にわたって､施行すべきものをいう｣と記載されている｡日本の 『都市計画法』の目的はあ

くまでも理想的な生活空間を形成することであるが､他の三者の目的は短絡的な目標である市街地や農地

などの創設と改良にある｡

(2)都市計画区域及び都市計画事業の決定

日本の場合は第2条に ｢都市計画区域は市もしくは前条の町村の区域により主務大臣これを決定する｣､

第3条に ｢都市計画､都市計画事業及び毎年施行すべき都市計画事業は都市計画委員会の議を経て主務大

臣これを決定し､内閣の認可をうけるべき｣と規定している｡

台湾の場合は第2条に ｢都市計画区域及び都市計画は台湾都市計画委員会の意見を聞き台湾総督これを

決定する｣､第4条に ｢都市計画事業は台湾総督の定める所により行政庁これを施行する｣と規定してい

る｡この部分は､朝鮮及び関東州と台湾とでは､①台湾都市計画委員会を朝鮮の府会､邑会､または面協

議会や関東州州計画評議会に,②台湾総督を朝鮮総督や満州国三割全権大使に置き換える以外は全く一致

している｡

台湾では都市計画区域や都市計画内容や都市計画事業などの決定権はほとんど台湾総督に掌握されてい

た｡日本の都市計画委員会は議決の機関であるのに対して台湾都市計画委員会は諮拘機関にすぎない｡
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(3)税収の司能性

台湾､朝鮮､関東州､日本は都市計画事業を行う必要な負担金がいずれも､事業の執行者によって国庫､

公共団体､執行者などの区別がある｡台湾と日本はそのほかに､税収で公共団体の負担金を調達すること

ができる｡日本の場合は第8候に ｢公共団体は第4候または第6候の費用に充てる為左の特別税を賦課す

ることを得る ･･･｣とある｡台湾の場合は第6条に ｢公共団体は前条の費用に充てる為台湾総督の定め

る所に依 り都市計画税を試課することを得る｣と規定している｡ 『台湾都市計画令』の公布は､ 『朝鮮計

画令d､ 『関東州計画令』の公布の間の昭和11年になされているが､なぜ台湾にのみ税収の方法に関す

る規定が設けられているのか､この点については明らかにされていない｡

(4)地区 ･地域の指定

日本は 『都市計画法』第10条と 『市街地建築物法』第1､2､3､4条に住居地区､商業地区､工業地区､

風致地区､風紀地区,防火地区,工業地区内の特別地区などを指定することができると規定している｡朝

鮮の場合は 『朝鮮計画令』の第15､16､17､18､21､22､23､24条に美観地区が加えられ､ 日本の地

区別指定とはほぼ同じであった｡

台湾では第18条に住居地区､商業地区､工業地区､風致地区､美観地区､防火地区､風紀地区､工業

地区内の特別地区のほか､住居地区内と商業地区内にはそれぞれの特別地区を設けることができると規定

している｡関東州ては第17粂により居住地区,商業地区､工業地区､農業地区を､第18粂によ り居住地

区内の特別地区､商業地区内の特別地区､工業地区内の特別地区､農業地区内の特別地区を､第19条に

より景観地区を指定することができると規定している｡

早川透はこのような特別地区の規F'.｣より各々の機能特質を強化することや､風致住宅地区 種族別住

宅地区､繁華な小売り商店街､倉庫地帯の制御､埠頭地区などの設定もできるようになったと指摘してい

る｡台湾と関東州の法令の制定時期は比較的後のことであるので,一歩進んだとも考えられるが,台湾と

関東州は清国であるので､その生活習慣や文化の特殊性に対する特別の配慮や差別意識の表れであるとも

考えられる｡

(5)都市計画事業内容

土地収rhや土地 ･建築に対して制限を加えうる都市計画事業については､台湾の場合は 『台湾都市計画

施行規則』第9条に鉄道､軌道､運河､飛行場､水道､下水道､土地区画整理､運動場､神社､官公署､

学校､病院､一団地の住宅経営､市場､屠場､墓地､火葬場､塵芥及汚物処理場､貯水池及防風防火防水

砂防潮などの施設を列挙している｡

一方朝鮮の場合は 『朝鮮市街地計画令施行規則』の第 1条に神社､官公署､学校､病院などの項目がな

いが､その代わりに道路､広場､河川､港湾､公園などが加えられている｡

日本の場合は台湾と比べると神社､官公署､学校､病院のほか､貯水池及防風防火防水防砂防潮といっ

た施設の項目が欠けている｡

関東州の関連規定は最も簡略であり､ただ道路､広場､河川､港湾､公園など大項目を取り上げるのみ

で､詳細には列挙していない｡

ここで指摘できるのは､台湾の場合は神社,官公署､学校､病院などの施設が台湾の ｢不衛生｣と見ら

れた特殊環境への配慮で､特別に強調されたことである｡

(6)計画道路の規定

日本では 『市街地建築物法』第26条に ｢本法において道路と称するものは幅f9尺 (約2.7m)以上の

ものをいう｡道路の新設または変更の計画のあるときは勅令の決まる所により､その計画の道路はこれを

道路とみなす｣と規定している｡

朝鮮の場合は 『朝鮮計画令』第37条に ｢本章において道路と称するものは幅四メー トル以上の道路及

び幅員四メー トル未満の道路にして土地の状況によ り行政官庁の認定したものをいう｡道路の新設または
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変更の計画ある場合において行政官庁その計画を告示したときはその計画の道路はこれを道路とみなす｣

と規定している｡

関東州は関連規定がなかった｡

一方､台湾では 『台湾計画令』第41条に ｢本章において道路と称するものは第2粂第 3項､第49条第

5項または第53条第2項の規定により告示した道路及び道路予定地をいう｣と規定している｡計画道路

以外の､すべての道路を廃止するという台湾の規定は最も厳しかったことがわかる｡

(7)土地区画整理の施行者

日本は 『都市計画法』第12条に ｢都市計画区域内における土地については ･･･土地区画整理に関し

ては本法の別段に定めある場合を除くはか､耕地整理法を準用する｣と､ 『耕地整理法』第2の 2条に

｢登記した地上権､永小作権､土地賃借権を有する者または国有財産法第21条の規定による予約事業者

は土地の所有者および賃貸人の同意を得た時はその土地につき第3条の規定による整理施行者または耕地

整理組合の組員となすことを得る｣と規定している｡

朝鮮では区画整理に関する法令として 『朝鮮土地改良令』ではを準用していた｡その改良令の第2条に､

｢本命において土地改良施行者と称するものは第七条の認可をうけるもの及び土地改良を目的とする水利

組合をいう｣と規定している｡その第7条は､土地改良施行地の所有権以外に登記した権利を所有する関

係者の同意を得た事業者である｡しかし関係者の同意を得られない場合にも必ずしも改良事業を行えない

わけではないO同意の得られない理由を示した書類を添附し､朝鮮総督に提出すると､事業を施行するか

どうかが総督によって判断される｡

関東州の場合は 『関東州計画令』第29条に ｢第6条第 8項の規定は土地整理については私人にこれを

適用せず｣と明文化されており､これは他の三者に比して特殊な事例と言えよう｡

台湾の場合は 『台湾計画令』第47条に ｢土地区画整理は本章に別段の定めある場合を除くはか､土地

の所有者に限りこれを施行することを得る｣とあり,また第58条でその所有者を ｢Ⅰ､永代借地権者｡

Ⅲ､国有財産法第21条の規定による財産の売り払いまたは譲与の予約をうけたもの｡Ⅲ､ 台湾官有森

林原野および産物特別処分合第一条の規定により土地の売り渡しの予約をうけだもの｣と同定した｡第

49条には朝鮮と同じように関係者の同意を得られない時､その得られない理由を示した書類を添附し､

台湾総督に提出してからその事業を行うかどうかが判断される｡

関東州は特殊であるとしても､日本､朝鮮と比較して台湾の場合は幾つかの特徴を挙げることができる｡

①台湾では組合で区画整理を行うことができない｡②区画整理の事業を容易にするため､できる限り施行

を許可する条件を綬めている｡③区画整理の任意施行と強制施行という手法があるが､台湾の場合は強制

施行の事業がほとんどであった｡

(8)収用審査会

都市計画事業のため土地の収用に関する作業は日本の 『土地収用法』第35条には ｢収用審査会は内務

大臣の監督に属し左に掲げる事項を定めて収用または使用の裁決をなすものとする｡Ⅰ､収用または使用

すべき土地の区域｡Ⅲ､損失の捕債｡Ⅲ､収用の時期または使用の時期､期間｡起業者の申兼が本法また

は本法に基づいて発する命令の規定に違反するときは収用審査会は却下の裁決をなすべき｣と､第36､

37､38条には ｢収用審査会は会長一人委員六人をもって､これを組織する｣ ｢会長は地方長官をもって

これに充てる ･･･｣ ｢委員は高等文官及び道府県名誉職参事会員各三人をもってこれに充てる｡高等文

官にして委員たるべきものは内務大臣これを命じ道府県名誉職参事員にして委員たるべきものはその互選

とする｣と規定している｡

一方､台湾と朝鮮では 『台湾土地収用規則』第6条に ｢土地の収用または使用は台湾総督これを指定す

る｣とあり､また朝鮮の ｢土地収用命｣第4条に ｢土地を収用または使用することをえる事業は朝鮮総督

これを認定する｣と規定している｡台湾と朝鮮の土地収用の作業権限はすべて総督が握っていた｡

(9)まとめ

日本の植民地期に制定された最初の都市計画に関する法令は 『台湾建築部仮規則』であるが､残念なが
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ら､その具体的な内容についてあま り知られて いない｡そして､下水道の工事を推進す るために､明治

33年に発布された 『下水道規則』は市街地の改造にも大きな影響を与えた｡植民地期の初頭に公用 ･官

用に属する様々な目的のために､ 『市区計画上公用又は官用の目的に供するため予定告示したる地域に於

ける土地建物に関す る件』と 『土地収用規則』が発布された｡明治33年によ く知 られた 『台湾家屋建築

規則』が発布され､それで台湾の亭仔脚が全土に普及するようになった｡こうして､徐々に台湾の都市計

画は法令化されてい くO明治40年に 『台湾家屋建築規則細則』が施行され､台湾建築の構造安全､ トイ

レの設置､排水や防鼠､通風採光などは､一定の法令によって規制されるようになった｡

そして､昭和11年 (1936)になると､ 『台湾都市計画令』が発布された｡しかし､それは 日本国内で

『都市計画法』が大正8年 (1919)に制定されてから17年後のことであった｡ しかも､台湾は日韓併合

より15年はやく日本に割譲されたにもかかわらず､ 『台湾都市計画令』の制定は1934年の 『朝鮮市街地

計画令』よりも2年遅れているのである｡また税収､都市計画事業､既成道路の認定､特別地区の差別的

な指定､区画整理の施行者の認定などは朝鮮と比べてさえ強制力が強かったと言わなければならない｡日

本の都市計画委員会の機能と土地収用審査会の組織は 『台湾都市計画令』にはみられないことも指摘でき

る｡さらに､ 『台湾都市計画令』の制定は､台湾の都市で度重なる市区改正が行われた後のことであって､

すでに日本人が都市に必要と考えた施設などは整備されていた｡しかも昭和12年 (1937)に支那事変が

勃発したため､ 『台湾都市計画令』に基づく都市計画事業はあまり実施されなかったといっていい｡した

がって､ ｢先進性｣ ｢近代性｣といった言葉で評価 される 『台湾都市計画令』が台湾の都市計画に対して

みるべき貢献をなし得だとは言い難い｡

表 日本植民地期の外地における都市計画関係法令

年代 制定の法令

台湾 朝鮮 関東州
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